
領収書から医療費通知書へ 

医療費控除の要件 

 医療費控除を所得税の確定申告で受ける

には医療費の領収書の添付又は提示が必要

で、特にその明細一覧表の作成は義務では

ありませんでした。それが、平成 29年の税

制改正で、医療費領収書の添付又は提示が

不要となり、その代わりに、医療費控除の

明細書を作成し、添付することになりまし

た。ただし、領収書の５年間の保存義務が

あります。 

医療費控除の明細書 

 医療費控除の明細書には、医療費年額、

受診者名、医療機関名、その他参考事項の

４項目を記載することとなっており、特に

各項目別に分別記載することは要求されて

いません。ただし、国税庁の用意している

「医療費控除の明細書」では、各項目を分別

してそれぞれの年合計を書くという形式に

なっています。 

医療費通知書がある場合 

 医療保険機関から交付を受けた医療費通

知書がある場合には、その医療費通知書を

添付すると医療費控除の明細書の作成添付

はしなくて済みます。医療費通知書には、

①被保険者名、②受診年月、③受診者名、

④診療機関名、⑤窓口負担額、⑥保険者名、

が、受診の都度毎、書かれているので、領

収書保存義務もありません。 

実態は混合型 

 ところが、医療費通知書の発行は、診療

等の後、しばらく遅れるので、年の後半分

については、確定申告期限に間に合わない

ことが多いようです。実態は、医療費通知

書のみの添付で済ますことが出来ず、通知

不足分については、医療費控除の明細書を

作成することになります。また、保険適用

外の医療費については、当然ながら、医療

費控除の明細書への記載しか方法はありま

せん。窓口実負担と記載負担額が異なるこ

ともあり、実負担が原則です。 

未来のＩＴ化と今年最後の添付方式 

 でも、この改正からは、当局の領収書管

理事務からの解放も含め、制度も、手続も、

ＩＴ時代にふさわしい進化を進めようとし

ている意志を感じさせられるところです。 

医療費通知書の発行を早め、確定申告期

限に間に合うようにする努力が続けられる

ことと思われます。ただし、令和元年（2019

年）分の確定申告での医療費控除は、経過

措置として、領収書を添付し医療費合計の

直接記載で済ませてもよい、ことになって

います。 
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窓口負担が増える

改定もありそう 


